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高知さんさんテレビ人権方針 

 
高知さんさんテレビは、高知さんさんテレビ番組基準の理念に基づき、地域社会に貢献す
る報道機関としての社会的使命を果たすため、事業を推進してきました。人権の尊重は、
放送事業を含むすべての事業活動の根幹であり、人権尊重の責任を果たすための基本的な
活動方針として、ここに「高知さんさんテレビ人権方針」を定めます。 
本方針は高知さんさんテレビすべての役員及び従業員の指針となるとともに、番組制作に
関わる関係者、取引先をはじめとするすべてのビジネスパートナーの皆様にも、本方針へ
の理解と支持を期待するものです。 
 
1．人権の尊重 
高知さんさんテレビは、人種・民族、性、職業、境遇、信条のほか、障がいや身体的特徴、
疾病など、あらゆる理由による差別を一切認めません。特に、社会的弱者やマイノリティ
の人々、未成年の人権には、細心の注意を払い、尊重します。すべての人の尊厳と個性を
尊重し、いかなる差別、ハラスメント、いじめ、不当な労働、プライバシーの侵害も許容
しません。 
 
2．人権侵害の防止 
高知さんさんテレビは、自らの事業活動のあらゆる側面において人権侵害を引き起こさな
いよう最大限の努力を払います。また、サプライチェーンを含むすべてのビジネスパート
ナーに対し、本方針の趣旨を理解し、人権尊重の取り組みを推進するよう働きかけます。
放送にかかわるすべての人々の人権を尊重するため、役員及び従業員の啓発をするととも
に、人権課題への適切な対応を継続的に実施します。万が一、さんさんテレビの事業活動
が人権侵害を引き起こし、または助長していることが明らかになった場合には、速やかに
被害者の救済と是正措置を講じ、再発防止に努めます。 
 
3．報道機関としての社会的責任 
高知さんさんテレビは、民主主義社会の健全な発展に貢献する報道機関として、放送の公
共性を深く認識し、法と秩序を遵守するとともに、基本的人権を尊重し、国民の知る権利
に応え、言論・表現の自由を守る責任を負っています。このことを自覚したうえで、地域
社会との連携を強化し、地域住民の声を真摯に受け止め、共に発展を目指し、すべての
人々の人権が尊重される社会の実現を目指します。 
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